
27 平成29年８月１日号 26

市 民 相 談 （８月～９月）　相談は無料、秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ※市役所の受付は、午前８時30分〜午後５時15分です。
相 談 名 相 談 日 時 な ど 会　場 問 い 合 わ せ
行 政 ８月17日㈭・９月21日㈭　午後１時〜４時

市役所１階 市民相談室 
   　　　☎�１１１３
市民課☎�１１１２
　　　☎�１１１０

法 律

８月２日㈬・９日㈬・23日㈬　午後１時〜４時
◎９月の相談日

弁護士に
よる相談

９月６日㈬・13日㈬　午後１時〜４時　
定員＝各６人（先着順)

司法書士に
よる相談

９月20日㈬・27日㈬　午後１時〜４時
定員＝各６人（先着順)

労 働 法 律 ８月16日㈬　午後１時〜４時　定員＝６人（先着順）

不 動 産 ８月４日㈮・９月８日㈮　午後１時〜４時
相談員＝宅地建物取引士

年金・労働 ８月10日㈭　午後１時〜４時　
相談員＝社会保険労務士

税 務 ８月８日㈫・９月12日㈫　午後１時〜４時　
相談員＝税理士　

消 費 生 活

毎週月・水・木・金曜日（休日を除く）
８月14日㈪はお休みです。
午前９時30分〜正午、午後１時〜３時30分

市役所４階 商工観光課 商工観光課 ☎�１１７５

毎週火・金曜日（休日を除く）
午前９時30分〜正午、午後１時〜３時30分　

上里町役場２階
　　　　　産業振興課

上里町役場産業振興課
 ☎�１２３２

人 権
８月８日㈫・９月12日㈫　午後１時〜４時 アスピアこだま１階 

　　　　　　会議室３ 市民活動推進課
　　　　　　 ☎�１１１８８月22日㈫・９月26日㈫　午後１時〜４時 市役所１階　市民相談室

女 性 相 談
(DV相談も含む)

毎週月〜金曜日（休日を除く）　
午前８時30分〜午後５時15分

市役所３階
市民活動推進課

市民活動推進課
☎�１１４４　☎�１１１８

家 庭 児 童 毎週月〜金曜日（休日を除く)　午前９時〜午後４時 市役所２階 子育て支援課 子育て支援課☎�１１２９
（家庭児童相談室）

教 育
（不登校等）

毎週月〜金曜日（休日を除く)　午前９時30分〜午後３時
８月１日㈫〜25日㈮はお休みです。 ふれあい教室

（旧勤労会館２階）

教育支援センター
☎�４２８７

教 育
（いじめ等）

毎週水曜日（８月９日・16日を除く）
電話相談：午後１時30分〜５時
※面談による相談は、電話相談の時間内に事前予約受付

子どもの心の相談員
☎�７３３７

心 配 ご と

毎週月曜日（休日を除く） 
午後１時〜４時（受付は３時30分まで）
※相談時間中のご連絡は、☎�８９７６へ

はにぽんプラザ２階
　　　　　　　相談室

本庄市社会福祉協議会
☎�２７５５

毎週月曜日（休日を除く） 
午後１時〜４時（受付は３時30分まで）

アスピアこだま１階
　　　　　　　会議室

本庄市社会福祉協議会児玉支所
☎�１２３７

結　　 婚 ８月２日㈬・16日㈬・９月６日㈬
午後１時〜４時（受付は３時30分まで)

※相談時間中
のご連絡は、
☎�８９７６へ

はにぽんプラザ２階
　　　　　　　相談室

本庄市社会福祉協議会
☎�２７５５介護の悩み ８月25日㈮・９月８日㈮

午後１時〜４時（受付は３時30分まで)

成 年 後 見 ８月８日㈫・22日㈫・９月12日㈫
午後１時〜４時（受付は３時30分まで)

※各種相談は予約制
※９月の相談予約は、８月21日㈪から受付開始       
   （先着順。受付開始日は電話予約のみ）
※同じ相談に同時に複数の申し込みはできません
　各種相談日
●法律相談　　　　　　　　　　　●行政相談             毎月第３木曜日
・弁 護 士　毎月第１・２水曜日　●不動産相談         毎月第２金曜日
・司法書士　 〃  第３・４水曜日　●年金・労働相談 偶数月第２木曜日
 （労働法律相談のある月は第４水曜日のみ）  ●税務相談　          毎月第２火曜日
●労働法律相談（弁護士）５・８・11・２月の第３水曜日
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泥棒が、犯行をあきらめた理由の第 1位は

「近所の人に声をかけられたから」
「近所の人からじろじろ見られたから」
犯罪者が、いかに周囲の目を気にしているのかを物語っています

そこで、同じ地域に住んでいるご縁ということで、行き会った人に
あいさつする習慣を心がけてみてはいかがでしょうか。つきあい
の輪が広がり、同時に防犯にも有効な一石二鳥の取り組みです。

防犯のまちづくりに「ご近所づきあいの効果」がスゴイ！
老人福祉センターつきみ荘の休館日　☎�３６９６

７日㈪・14日㈪・21日㈪・28日㈪・９月４日㈪
余熱利用施設湯かっこの休館日　☎�８１２６
７日㈪・14日㈪・21日㈪・28日㈪・９月４日㈪

ボートレース戸田（埼玉県都市競艇組合主催）開催日程
５日㈯～８日㈫・９月９日㈯～12日㈫

※本庄市は埼玉県都市競艇組合に加入しており、組合
からの配分金をさまざまな事業に活用しています。

－今月の納税納付〔納期限：８月31日㈭〕－
・市県民税　　２期　・国民健康保険税　　　２期
・介護保険料　２期　・後期高齢者医療保険料　２期

－市税夜間・休日収納窓口のお知らせ－
日時　８月７日㈪・９月５日㈫　午後５時15分～７時
場所　市役所１階収納課☎�１１２０
　　　アスピアこだま市民福祉課税務係☎�１３３３
日時　８月27日㈰　午前８時30分～午後５時15分
場所　市役所１階収納課

―生ごみの
水切り運動推進中！―

昨

リサイクルに
　　ご協力を！

EC
ガイド

回 収 場 所 日　　程 時　　間 問合せ先

アスピアこだま ８月６日㈰
９月３日㈰ 午前９時〜11時 ハートtoハート

(佐久間さんち）
☎�９３００ 市役所 ８月20日㈰ 午前９時〜11時

午後１時〜３時

本庄南公民館 ８月12日㈯ 午前９時〜11時 佐久間さんち
☎�９３００

就労継続支援Ｂ型事業所
｢佐久間さんち｣
(本庄高校北側）

８月18日㈮ 随時受付 ポノポノ
☎�２１９５

 集団資源回収予定表　＜回収品目は古紙類・缶類です＞

※天候等の理由で変更になる場合もありますので、各団体にご確認ください。

年度から実施している生ごみ水切り運動。　
28年度の可燃ごみ収集量が、前年度より　　　　　

314トン削減 されました。　　　　

これは、１人１日当たり約11g削減
したことになります。
生ごみを水切りするほかにも、
ごみになるものは買わない
繰り返し使えるものを購入する
分別しリサイクルする
など、毎日少しずつの取り組みが、
大きなごみの減量につながります。

引き続きごみの減量化と再資源化に
ご協力をお願いします。

「少しでも
　 しぼって減らそう
　                  ごみの量」

★環境推進課☎�１１７２
★環境産業課☎�１３３４

生ごみの減量や水切りを呼びかける標語

生ごみを軽くするためにもう“ひと手間”

野菜の皮など、使わない部分は洗う前
に処理をし、直接ごみ袋へ捨てる。
新聞紙などに広げ、一定時間放置する
ことで乾燥。
排水口ごみ受けや三角コーナーに水切
りネットなどを使い、捨てる前にひと
しぼりする。

濡らさない

乾燥させる

しぼる


